
（様式２） 

市場化テストの実施に関する回答（事務・事業単位） 

地方出先機関名 地方環境事務所 府省名 環境省 

事務・事業名 循環型社会形成推進事業（循環型社会に向けた情報発信事業－地域別３Ｒ推進大作戦） 

事務・事業の類型 

 ※ 該当する類型に○印を付けること 

1. 施設の管理・運営 2. 研修  3. 国家試験等  4. 相談 5. 広報・普及啓発 

6. 検査検定 7. 徴収 8. 統計調査  9.公物管理 10.その他  

事務・事業の概要等 全国７ブロックにおいて、３Ｒ推進地方大会を地方環境事務所が主催し、各地域の循環型社会形成に向けた

各種の取組の紹介、イベントの実施、マイバックキャンペーン等を通じ、国民一人ひとりの意識改革を図る

とともに、「３Ｒ推進全国大会」との連携を取りながら、循環型社会形成に向けた地方からの施策の取組を

進める。 

事務・事業に係る予算額(20 年度) 30,779 千円（７ブロック） 

事務・事業に係る定員（20 年度） １人 

業務量に関連する指標の実績値 － 

外部資源の活用状況 

（外部委託を実施している場合） 

（関東ブロックの場合） 

①事業内容：大会の企画・運営 

②委託先：㈱セレスポ 

市場化テストの実施の可否 

※ 該当する方に○印を付けること 

1. 可 

2. 否 

市場化テストを実施する場合 1. 入札種別（官民競争入札又は民間競争入札） 

2. 入札実施予定時期 

3. 事業開始予定時期 

4. 契約期間 

市場化テストを実施しない場合

の理由 

 

 

○ 当該事業で開催するゴミゼロ地方大会は年に１回、かつ１～２日限りで行われるイベントであり、

さらにその準備期間として約２週間程度を要している。 

○ また、当該事業の実施に当たっては、チラシ、ポスター等の作成、展示機材の借受け等に１ブロッ

ク当たり約 400 万円の事業費を拠出しており、その一部（人件費）を活用して外部委託により事業を行

っているところ。 

○ 一方、国の職員が行う業務は、国の３R 関連施策を紹介する展示ブースやチラシ、ポスター等の内

容作成や、当日の展示ブース等における施策の説明等であり、本業務の全てを外部資源を活用して行お



うとした場合、 

 ・国の３R 関連施策の内容に精通していることが前提条件となるが、これには日頃の業務経験等を通

じた施策の理解が必要不可欠であり、準備期間を超えてなお多くの日数を要するものであること 

 ・一方、当該業務に従事するのは、準備期間を含めて年間で１４日程度であること 

から、かえって事業の煩雑化・非効率化を招く結果となり適当でないと考える。 

 

 



市場化テストの実施に関する回答（事務・事業単位） 

地方出先機関名 地方環境事務所 府省名 環境省 

事務・事業名 環境カウンセラー事業 

事務・事業の類型 

 ※ 該当する類型に○印を付けること 

2. 施設の管理・運営 2. 研修  3. 国家試験等  4. 相談 5. 広報・普及啓発 

6. 検査検定 7. 徴収 8. 統計調査  9.公物管理 10.その他  

事務・事業の概要等 登録された環境カウンセラーの活動に資する能力の向上等を図るため、最新の知識や情報、技術の習得等の

環境カウンセラーに対する研修を各地で実施する。環境の保全のための意欲の増進及び環境教育の推進にか

かる法律第４条を根拠とする。 

事務・事業に係る予算額(20 年度) 100 万円＊8（7地区、計 8回） 

事務・事業に係る定員（20 年度）  

業務量に関連する指標の実績値 年８回実施 

外部資源の活用状況 

（外部委託を実施している場合） 

 

市場化テストの実施の可否 

※ 該当する方に○印を付けること 

3. 可 

4. 否 

市場化テストを実施する場合 5. 入札種別（官民競争入札又は民間競争入札） 

    

6. 入札実施予定時期 

 

7. 事業開始予定時期 

 

8. 契約期間 

市場化テストを実施しない場合

の理由 

 

 

環境カウンセラー事業は、公共性の高いものであり、全国的な質の均一性、統一性をとることが重要である

ため、国で責任を持って統一的に実施する必要がある。本研修は、取得資格の維持のための研修であり、環

境カウンセラー制度と一体のものである。地方で分担して、実施している研修等の業務についても、地方事

務所と本省との密接な連携のもと、実施されている。また、本事業は、民間団体の請負業務となっている他、

地方の分も地区の現状に応じて請負により実施している。 

 



市場化テストの実施に関する回答（事務・事業単位） 

地方出先機関名 地方環境事務所 府省名 環境省 

事務・事業名 環境教育リーダー研修事業 

事務・事業の類型 

 ※ 該当する類型に○印を付けること 

3. 施設の管理・運営 2. 研修  3. 国家試験等  4. 相談 5. 広報・普及啓発 

6. 検査検定 7. 徴収 8. 統計調査  9.公物管理 10.その他  

事務・事業の概要等 環境教育・環境学習を推進する人材として、重要な役割が期待される教職員及び地域の活動実践リーダーを

対象に、文部科学省と連携し、基本的知識の習得と体験学習を重視した実地研修を行う。地元の教育委員会

と地方環境事務所との協力のもと、地域の環境教育有識者や社会教育施設を活用して、地域の実情に応じた

研究会を実施し、地域における環境教育を推進する者を育み、地域全体の環境保全意識を高揚することを目

的としている。 

事務・事業に係る予算額(20 年度) 126 万円＊７地区 

事務・事業に係る定員（20 年度）  

業務量に関連する指標の実績値 年７回実施 

外部資源の活用状況 

（外部委託を実施している場合） 

 

市場化テストの実施の可否 

※ 該当する方に○印を付けること 

5. 可 

6. 否 

市場化テストを実施する場合 9. 入札種別（官民競争入札又は民間競争入札） 

10. 入札実施予定時期 

11. 事業開始予定時期 

12. 契約期間 

市場化テストを実施しない場合

の理由 

 

 

環境教育リーダー研修事業は、全国的な質の均一性、統一性をとることが重要であり、国で責任を持って統

一的に実施する必要がある。そのため、各地方環境事務所のもと、各ブロック内で活躍する人材をブロック

毎で育成するものである。また、当省と文部科学省が協力して実施している事業であり、関係省庁との調整

が必要であることから、環境省が直接携わるべき仕事といえる。文部科学省から教育委員会に権限がおりて

いることから地方環境事務所と教育委員会との調整連携が不可欠な事業である。なお、本事業は地区の現状

に応じて民間団体への請負によりすでに実施をしている。 

 



地方環境事務所について

１．地方環境事務所の設置

今日、環境行政において、廃棄物・リサイクル対策、地球温暖化対策、自然環
境保全等、国として軸足を地域においた施策の展開が求められている。これに対
応し、地域の実情に応じた機動的できめ細かい施策を実施するため、自然保護事
務所と地方環境対策調査官事務所を統合し、法令権限や予算執行権限を委任でき
る地方支分部局として、平成17年10月に、地方環境事務所を全国７箇所に設置し
た。

２．地方環境事務所の業務

地方環境事務所には、所長の下に保全統括官（北海道、中部、中国四国及び九
州の４事務所）が置かれ、所長を助け、事務所の事務の整理を行っている。また、
５課（北海道事務所は４課）が置かれ、各々管轄の区域内を対象として下記の業
務を行っている。さらに、統括自然保護企画官、里地里山保全専門官、自然再生
企画官、生物多様性保全企画官、国立公園企画官、野生生物企画官、世界自然遺
産専門官、生態系保全専門官、首席自然保護官及び自然保護官の職が置かれ、自
然環境に関する特定の事項を担当している。

３．地方環境事務所の位置と管轄区域

名 称 位 置 管 轄 区 域
北海道北海道地方環境事務所 札幌市

釧路自然環境事務所
青森県 岩手県 宮城県 秋田県東北地方環境事務所 仙台市
山形県 福島県

茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県関東地方環境事務所 さいたま市
千葉県 東京都 神奈川県 新潟県

山梨県 静岡県

富山県 石川県 福井県 長野県中部地方環境事務所 名古屋市
岐阜県 愛知県 三重県

長野自然環境事務所
滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県近畿地方環境事務所 大阪市
奈良県 和歌山県

鳥取県 島根県 岡山県 広島県中国四国地方環境事務所 岡山市
山口県 徳島県 香川県 愛媛県

高知県高松事務所
福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県九州地方環境事務所 熊本市
大分県 宮崎県 鹿児島県 沖縄県

那覇自然環境事務所



４．地方環境事務所の内部組織［標準］

所 長 保全統括官

・事務所の総合調整、文書管理
総 務 課 ・人事、福利厚生、宿舎

・会計、物品管理 等

・廃棄物処理法に基づく緊急時の立入検査
廃棄物・リサイクル対策課 ・個別リサイクル法に基づく立入検査

・廃棄物の輸出入に関する事務 等

・環境教育・環境保全活動の推進
環 境 対 策 課 ・地域における地球温暖化対策

・公害規制法に基づく緊急時の立入検査
・石綿救済法に基づく申請書受付 等

統 括 自 然 保 護 企 画 官 ・自然環境の保護及び整備に関する重要
事項の企画及び立案 等

・国立公園の保全・整備
国立公園・保全整備課 ・世界自然遺産登録地域の整備

・自然環境の健全な利用の推進 等

・希少野生動植物の種の保存
野 生 生 物 課 ・野生鳥獣の保護管理

・外来生物対策の推進 等

里地里山保全専門官

自 然 再 生 企 画 官

生物多様性保全企画官

国 立 公 園 企 画 官

野 生 生 物 企 画 官

首席自然保護官 自然保護官
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